
令和3年6月発行
禁無断転載Ⓒ東京法規出版

J15
ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝
えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

住みなれたまちで安心して暮らすために

介護保険
ガイドブック
掛川市

掛　川　市

地域包括支援センターとは？
　保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが
中心となって、地域支援事業の包括的支援事業
を実施しています。

高齢者のことはどんなことでもお気軽にどうぞ。利用料は無料です！！

保健師
または

経験豊富な看護師
社会福祉士 主任

ケアマネジャー

掛川市内に5カ所の
地域包括支援センターが設置されています。
65歳以上の方とその家族の相談を
お受けしています。

地域包括支援センター

西部ふくしあ内・下垂木１２７０-２
☎２３－８６６９

西部

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15
8：30～19：00（木曜日のみ）

受　　付：

西郷、原泉、原田、原谷、桜木、
和田岡

対象地区：

西部

南部
大須賀

地域包括支援
センター

南部大須賀ふくしあ内・西大渕１００
☎４８－５３７０

南部大須賀

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15

受　　付：

大須賀区域対象地区：

南部
大東

中部

東部

地域包括支援
センター

南部大東ふくしあ内・三俣６２０
☎７２－６６４０

南部大東

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15

受　　付：

大東区域対象地区：

地域包括支援センター

中部ふくしあ内・杉谷南1-1-30
☎２１－１３３８

中部

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15
8：30～19：00（木曜日のみ）

受　　付：

掛川第三、第四、第五、南郷、
西南郷、上内田、曽我

対象地区：

地域包括支援センター

東部ふくしあ内・薗ヶ谷８８１-１
☎６１－５０５０

東部

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15
8：30～19：00（木曜日のみ）

受　　付：

掛川第一、第二、西山口、東山口、日坂、
東山、粟本、葛ヶ丘、城北、倉真

対象地区：

〒436-8650　掛川市長谷一丁目 1番地の1
掛川市役所　長寿推進課：0537-21-1196／0537-21-1142

◆大東支所（南部大東ふくしあ）：72-1116　　◆大須賀支所（南部大須賀ふくしあ）：48-1007

令和3年度～令和5年度

令和3年6月作成

●介護予防事業のマネジメント
●総合的な相談・支援
●虐待防止などの権利擁護事業
●ケアマネジャーへの支援
●認知症に関する相談（認知症地域支援推進員等が対応します。）
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介護保険のしくみ
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介護を社会で
支えあっています

掛川市
サービス事業者

介護予防や地域
の総合的な相談
の拠点です。

地域包括
支援センター

●指定を受けた民間企業、
NPO法人、社会福祉法
人、医療法人などがサー
ビスを提供します。

●保険料を納めます。
●サービスを利用するための
申請をします。
●サービスを利用して、利用
者負担を支払います。

（40歳以上65歳未満の方は
　　　　　　各医療保険へ納付）

●介護保険制度を運営します。
●要介護認定を行います。
●保険証を交付します。
●介護保険負担割合証を交付
します。
●サービスの確保・整備をし
ます。

　介護保険制度は、40歳以上の人が加入者となって介護保険料を納め、介護や支
援が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみで
す。掛川市が保険者となって運営しています。

みんなで支えあう制度です

65歳以上の人
被保険者

保険者

●保険料の納付
●要介護認定の
申請

●利用者負担の
支払い

●介護報酬の
支払い

●サービスの
提供

●要介護認定
●保険証の交付
●介護保険負担
割合証の交付

介護保険のしくみ
　●みんなで支えあう制度です
　●介護保険に加入する人
　●保険証と介護保険負担割合証
介護保険料
　●保険料は大切な財源です
サービスの利用のしかた
　●サービスを利用するまでの流れ
利用者の負担
　●費用の一部を負担します
サービスの種類
　●利用できるサービス
介護予防・日常生活支援総合事業
　●介護が必要とならないために

　………………………………………3
　……………………………………………4

……………………………………5

　…………………………………………6

　………………………………10

………………………………………20

……………………………………………24

…………………………………32

※掲載している内容については、今後見直される場合があります。

令和3年4月から

令和3年8月から

●介護保険料が決まりました
　第8期（令和3～5年度）の介護保険料が決まりました。
●介護報酬が変わりました
　介護報酬が変わりました。そのため、サービスを利用したときに支払う利用者負担も変わりました。
●介護予防・生活支援サービス事業の対象者が追加されました
　介護予防・生活支援サービス事業を利用している人について、要介護認定を申請して要介護1～5のい
ずれかに認定された後も、本人が希望し必要と認められた場合に限り、継続して介護予防・生活支援サー
ビス事業を利用できます。

　なお、該当するサービスは市の補助で実施する第一号事業であり、掛川市では該当サービスはありま
せん（令和3年4月1日現在）。

●高額介護サービス費等の上限額が一部変わります
　高額介護サービス費等の「現役並み所得者」の区分が細分化されます。
●基準費用額の食費が変わります
　施設を利用する場合に基準となる費用（基準費用額）のうち、食費の金額が変わります。
●特定入所者介護サービス費等の段階と負担限度額が一部変わります
　施設サービスを利用したときの特定入所者介護サービス費等の利用者負担段階が細分化され、負担限
度額が一部変わります。

令和3年度 改正のポイント令和3年度 改正のポイント
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介護保険のしくみ
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加齢との関係がある疾病、要介護状態になるおそれが高い疾病で、
16疾病が指定されています。

介護保険施設などに入所して住所を施設のある
市区町村に変更した場合は？

こたえ

介護保険の保険証

介護や支援が必要であると
認定された人

　

どんな病気やけががもとで介護が必要に
なったかは問われません。

特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が
必要となった場合は、介護保険の対象になりません。

　医療保険の保険証とは別に、一人に1枚、保険証（介護保険
被保険者証）が交付されます。

　介護保険施設などに入所することにより、住所をその施設のある市区町村
に変更した場合は、住所変更前の市区町村の被保険者になります。また、2
つ以上の介護保険施設などに入所して、順次住所を施設に変更した場合には、
最初の施設への入所前の住所地の市区町村の被保険者になります。

介護保険負担割合証

こんなときは届け出ましょう

　介護保険で認定を受けた人には、一人に1枚、介護保険負担
割合証が交付されます。サービスを利用したときに支払う利用
者負担の割合が記載されています。

　65歳以上の人（第1号被保険者）は、
次のようなときに届け出が必要です。
※40～64歳で要介護認定を受けている人も同様です。

　40歳以上の人は、介護保険の加入者（被保険者）です。年齢によって2種類に
分かれ、サービスを利用できる条件も異なります。

介護保険に加入する人 保険証と介護保険負担割合証

(医師が一般に認められている医学的
知見に基づき回復の見込みがない状
態に至ったと判断したものに限る）

●がん

●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●初老期における認知症

●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底
　核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
　及び糖尿病性網膜症

●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は
　股関節に著しい変形を
　伴う変形性関節症

特定疾病

★要介護認定の申請や更新をするとき
★ケアプランの作成を依頼するとき
★サービスを利用するとき

こんなときに
必要です

こんなときに
必要です ★サービスを利用するとき

かん せつ

こうじゅうじん たい こっ か しょう

こっ せつ ともな こつ そ しょう

きん い しゅくせい そく さく こう か しょう

せき ずいしょうのう へん せいしょう

しん こう せい かくじょうせい ま ひ だい のう ひ しつ き てい

かく へん せいしょうおよ びょう

せきちゅうかんきょうさくしょう

とうにょうびょうせい しん けいしょうがい とうにょうびょうせい じんしょう

のう けっ かん しっ かん

へい そく せい どうみゃくこう か しょう

へんともな けい せい かん せつしょう

まん せい へい そく せい はい しっ かん

しつ かんりょうそく せつ また

こ かん せつ へん けいいちじる

とうおよ にょうびょうせい もう まくしょう

そう ろうしょう

65歳以上の人は
第1号被保険者

40～64歳の人は
第2号被保険者

た けい とう い しゅくしょう

しょ ろう き にん ち しょう

■65歳に到達する月に交付されます。
■40～64歳の人は、介護保険の認定を受けた場合などに交付されます。

住所、氏名、生年月日などに誤りがないか確認しましょう

利用者負担の割合が記載されています

特定疾病（老化が原因とされる
病気）により介護や支援が
必要であると認定された人

とく てい しっ ぺい

住所、氏名、生年月日などに誤りがないか確認しましょう

65歳になったとき　 40歳になったとき　 例例
7月1日生まれ

6月から第2号被保険者となります

7月2日～末日生まれ
7月から第2号被保険者となります

9月1日生まれ
8月から第1号被保険者となります

9月2日～末日生まれ
9月から第1号被保険者となります

●他の市区町村から転入したとき
●他の市区町村へ転出するとき※
●市内で住所が変わったとき※
●名前が変わったとき※
●被保険者が死亡したとき※
※印の場合は保険証を添付して届け出てください。

サービスを利用できるのは サービスを利用できるのは
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40～64歳  の人の保険料

国民健康保険に加入している人

職場の医療保険に加入している人

医療保険分と介護保険分とをあわせて、
国民健康保険税（料）として世帯主が納めます。

医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
※40～64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

　40～64歳の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ
ます。医療保険料と一括して納めます。

保険料は国民健康保険税（料）の算定方
法と同様に、世帯ごとに決められます。

※介護保険料と国民健康保険税（料）の賦課限度額は別々に決められます。
※保険料と同額の国庫からの負担があります。

＝

＝ ×

＋介護
保険料

所得割

給与 および 賞与 介護保険料率

均等割

介護
保険料

第2号
被保険者の
所得に
応じて計算

世帯の第2号
被保険者数に
応じて計算

医療保険ごとに設定される介護保険料率
と、給与（標準報酬月額）および賞与（標
準賞与額）に応じて決められます。

※原則として事業主が半分を負担します。

介護保険料

　介護保険は、公費（国や静岡県や掛川市の負担金）と40歳以上のみなさんが納
める保険料を財源に運営しています。サービスを十分に整えることができるよう
に、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できる
ように、保険料は必ず納めましょう。

保険料は大切な財源です

決め方

決め方

納め方

納め方

40～64歳の人の
保険料　
27％

65歳以上
の人の保険料　
23％国の負担金

約25％

都道府県
の負担金
12.5％

市区町村
の負担金
12.5％

■令和3年度～令和5年度の財源割合 (居宅給付費の場合。利用者負担は除く）

保険料を滞納しているとどうなるのですか。

　保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

●1年以上滞納すると
　サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付
分が支払われます。

●1年6か月以上滞納すると
　費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時
的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。

●2年以上滞納すると
　サービスを利用するときの利用者負担の割合が3割※に引き上げられたり、
高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
※利用者負担の割合が3割の人は4割に引き上げられます。

こたえ

保
険
料

公
費

平等割・資産割は静岡県運
営方針の算定方式に合わせ、
令和2年度から廃止になりま
した。
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第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

120万円未満
前年の合計所得金額※1は？

前年の合計所得金額※1
＋課税年金収入額※2が
次の区分に該当する

前年の合計所得金額※1
＋課税年金収入額※2が
次の区分に該当する

80万円以下

いいえ

はい

いいえ

はい

120万円以下

120万円超

80万円以下

80万円超

210万円未満

320万円未満

400万円未満

700万円未満

700万円以上

生活保護を受けている人、または世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額
と合計所得金額の合計が80万円以下の人

　介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて掛川市が基準
額を決定します。保険料は、みなさんの所得により決められます。

介護保険料

介護保険料の納め方

65歳以上  の人（第1号被保険者）の保険料 基準額
（年額）

保険料
年　額

20,160

33,600

47,040

60,600

67,200

80,400

87,600

100,800

114,000

134,400

147,600

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円
以下の人
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円
超の人

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる人で本人の課税年金収入額
と合計所得金額の合計額が80万円以下の人

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる人で本人の課税年金収入額
と合計所得金額の合計額が80万円超の人

本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が210万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が320万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が400万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が700万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が700万円以上の人

段階 対　象　者

令和3年度から令和5年度の65歳以上の方の保険料段階
●保険料段階

●介護保険料段階の確認方法（令和3年度～令和5年度）

　①老齢・退職年金、②障害年金、
③遺族年金。ふたつ以上の年金を受
給している場合、①→③の優先順に
年金から徴収されることになります。

●納期は原則として8月から翌年3月までの年8回で、納期限は納期月の5日（納
期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌日）になります。

●特別徴収対象の年金

●65歳（第１号被保険者）になった場合
●他の市区町村から転入した場合
●収入申告のやり直しなどで、保険料段階区分が変更になった場合

次の場合は、一時的に納付書（普通徴収）での納付になります。
　次の場合などは、特別徴収が始まるまで、一時的に納付書
（普通徴収）で保険料を納めます。

※仮徴収の保険料額は前年度の保険料額で算定された2月分の保険料と
同じ金額になっています。前年度と本年度の保険料額との差額分は10
月以降の本徴収の3期分に振り分けられるため、仮徴収と本徴収の保
険料額に差額が出ることになります。ご理解ください。

前年の所得をもとにし
た保険料から仮徴収分
を除いた額を納めます。

前年度2月分の保険
料額をそのまま納め
ます。

掛川市で
介護給付に
かかる費用

65歳以上の
人の負担分
（23％）

掛川市の
65歳以上の
人数

保険料の負担割合
　高齢者の増加にともない、介護サービス
費用も年々増えています。
　介護サービスを安定的に提供していくに
は、負担割合のバランスをとることが必要に
なります。ご理解とご協力をお願いします。
　保険料は介護保険事業計画の見直しに応
じて3年ごとに見直されます。

＝ × ÷

➡特別徴収で納めます年金が年額18万円以上の人
　年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

➡普通徴収で納めます年金が年額18万円未満の人
　掛川市から送付される納付書で、納期限までに金融機関などで納めます。

第1段階は、公費による軽減措置（軽減割合0.20）、第2段階は軽減措置（軽減割合0.15）、第3段階は軽減措置（軽減割合
0.05）が適用され、その差額については国1/2、静岡県と掛川市で1/4を負担します。保険料の100円未満は切り捨てます。

※1 合計所得金額
　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や
医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1～5段階の人は「公
的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1～5段階の合計所得
金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額
を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る
雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額
から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある
場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」
を控除した金額を用います。
※2 課税年金収入額
　国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金のことです。な
お、障害年金・遺族年金等は含まれません。

が便利です

口座振替
　口座振替にすると、納めに
行く手間が省け、納め忘れの
心配もありません。次のもの
を持って、指定の金融機関等
でお申し込みください。
※お申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としできなかった場合などに
は、納付書で納めていただきます。

●納付書
●預（貯）金通帳
●通帳の届け出印
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サービスの利用のしかた
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基本チェックリストを
受けます

要介護認定の
申請をします

要介護認定の申請

認定調査

審査・判定

認定結果の通知

サービスを利用するまでの流れ
　どんなサービスを利用したいのか、決まっている人もそうでない人も、まずは
地域包括支援センター（くわしくはP19および裏表紙）や掛川市の窓口に相談し
ましょう。サービスを利用するまでの手順は、以下のとおりです。

地域包括支援センター
または

掛川市の担当窓口に
相談します

介
護
予
防
・
生
活
支
援
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
利
用
し
た
い

※一般介護予防事業のみ利用したい場合は、基本チェックリストを受ける必要はありません。

要介護
1～5の人

要支援
1・2の人

非該当の人

生活機能の
低下が

みられた人

生活機能の
低下が

みられない人

※要支援1・2の人は、介護予防サービスと
介護予防・生活支援サービス事業の両方
を利用できます。

介護サービス

介護予防・生活支援
サービス事業対象者

介護予防サービス

一
般
介
護
予
防
事
業
（
65
歳
以
上
の
す
べ
て
の
人
が
利
用
で
き
ま
す
）

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

※介護予防・生活支援サービス事業対象者になった後や、介護予防・生活
支援サービス事業を利用した後でも、要介護認定は申請できます。

※40～64歳の人が介護予防・生活支援サービス事業を利用したい場合は、
要介護認定を申請して要支援1・2と認定される必要があります。

介
護
サ
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ス
や
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防
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を
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用
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い
　
　
　
　
　 要

支
援
1
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の
人
と
介
護
予
防
・
生
活
支
援
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ー
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事
業
対
象
者
が
利
用
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P12

P16

P24

P24

P32

P15

P14

P13
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指定居宅介護支援事業者

　介護サービスや介護予防サービスを利用するためには、
要介護認定の申請が必要です。掛川市の担当窓口で手続きをしてください。
　申請は、本人または家族などのほか、地域包括支援センターや介護保険施設、
指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

　ケアマネジャー（くわしくはP19）を配置している事業者です。
要介護認定の申請の代行※や、ケアプランの作成を依頼すると
きの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整をします。
　介護予防ケアプランについては地域包括支援センター（くわ
しくはP19及び裏表紙）が作成します。

申請後、認定結果が通知されるまでの間に
サービスを利用することはできますか。

　申請後、認定結果が通知されるまでの間でもサービスを利用することはで
きます。その場合は「暫定ケアプラン」を作成してサービスを利用してくだ
さい。詳しくは、担当するケアマネジャーにご相談ください。

家族に介護できる人がいる場合は、
認定に影響するのですか。

　認定は本人の心身の状況が基準となりますので、介護する家族がいるかい
ないかで、要介護の区分が軽くなったり重くなったりすることはありません
（特記事項などにもとづき、審査の際に加味されることもあります）。サービ
スを利用する際に、家族や住宅の状況に応じたサービスを選択してください。

※申請を代行できる事業者は厚生労働省令で定められています。

サービスを利用するためには、
申請が必要です

サービスの利用のしかた

こたえ

こたえ

★要介護・要支援認定申請書　
★介護保険の保険証
★医療保険の保険証
※申請書にマイナンバーを記載する場合には、マイナンバーおよび身元が確認ができる書類が必要です。

申請に
必要なもの

②要介護認定の申請

　地域包括支援センターや掛川市の窓口で、利用したいサービスなどについて相
談します。

どんなサービスを利用するか相談します

①相 談

　65歳以上で介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する人は、基本
チェックリストで生活機能の低下がないかを調べます。低下がみられた場合には、
介護予防・生活支援サービス事業対象者としてサービスが利用できます。
　　18ページへ
※基本チェックリストを受けた後でも、介護が必要と思われる人には、要介護認定の申請を案
内します。
※40～64歳の人は、基本チェックリストの判定による介護予防・生活支援サービス事業の利
用はできないため、要介護認定で要支援1・2と認定される必要があります。

※要介護認定で非該当になった人も、介護予防・生活支援サービス事業を利用したい場合には
基本チェックリストを受けます。

生活機能が低下していないか調べます

②基本チェックリスト

生活機能とは、どんな機能のことですか？

　人が生きていくための機能全体のことで、体や精神の働きのほか、日常生
活動作や家事、家庭や社会での役割などのことです。できるだけ生活機能を
低下させないことが介護予防につながります。

こたえ

介護予防・生活支援サービス事業
を利用したい人

介護サービスや介護予防サービス
を利用したい人
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一次判定 特記事項 主治医意見書

要介護1～5 非該当要支援1・2
介護認定審査会が審査・判定（二次判定）

（コンピュータ判定）
　公平な判定を行うため、
訪問調査の結果は、コン
ピュータ処理されます。

　調査票には盛り込めな
い事項などについて、訪
問調査員が記入します。

　掛川市の依頼により、
心身の状況について主治
医が意見書を作成します。

●麻痺等の有無
●拘縮の有無
●寝返り
●起き上がり
●座位保持
●両足での立位保持
●歩行
●移乗
●移動
●立ち上がり
●片足での立位

［基本調査の概要］ ●意思の伝達
●記憶・理解
●ひどい物忘れ
●大声を出す
●過去14日間に受けた医療
●日常生活自立度
●外出頻度
など全74項目

このような調査項目があります

●洗身
●えん下
●食事摂取
●排尿
●排便
●清潔
●衣服着脱
●薬の内服
●金銭の管理
●日常の意思決定
●視力
●聴力

　掛川市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や
家族から聞き取り調査などを行います。

■認定調査

　本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成して
もらいます。意見書では、本人の生活機能を評価します。

■主治医意見書

　調査票の結果と主治医意見書をもとにコンピュータ判定（一次判定）され、その結果
と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要
かを判定（二次判定）します。

介護が必要な状態がどの程度
であるか調査が行われます

どの程度介護が必要か審査・判定します

認定結果に納得できないときは
どうすればよいのですか。

　要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは掛川市の窓口ま
でご相談ください。その上で納得できない場合には、結果が届いた日の翌日
から3か月以内に、静岡県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求
できます。

主治医とはどんなお医者さんのことですか。

　介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、
かかりつけの医師など本人の心身の状況をよく理解している医師のことです。
主治医がいない場合は、ご相談ください。

介護認定審査会
　市が選任する保健、医療、福祉の学識経験者5人程度から構成され、
介護の必要性について、総合的に審査します。

サービスの利用のしかた

こたえ
こたえ

③認定調査 ④審査・判定
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要介護・要支援認定の更新手続きについて

●認定結果通知書に記載されていること
あなたの要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など

　要介護・要支援認定には有効期間があります。介護保険被保険者証に記載された認
定の有効期間終了後も、引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了前
に更新の申請が必要です。有効期間満了日の60日前から申請できます。

サービスの利用のしかた

審査結果にもとづいて、
認定結果が通知されます
　予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な｢要介護1～5」、介護保険の対象となら
ない「非該当」の区分に認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。

要介護認定の有効期間内に心身の状態が
悪化したらどうなるのでしょう。

　有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護状態区分に該当
しなくなった場合には、掛川市に区分の変更を申請してください。手
続きは初回と同じです。

認定を受けたあとに他市に引っ越しました。
改めて申請からやり直さなければいけないのですか。

　原則として、他市区町村に引っ越しても以前に住んでいた掛川市で
認定された要介護度にもとづいてサービスが利用できます。掛川市と
転入先の市区町村の両方の窓口で手続きをしてください。ただし、市
区町村によっては利用できるサービスに差がある場合があります。

●保険証に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など

こたえ

こたえ

⑤認定結果の通知

■要介護状態区分

利用までの手続きは…………
利用できるサービスは………

介護予防サービスが
利用できます 予防給付

利用までの手続きは…………
利用できるサービスは………

介護サービスが
利用できます 介護給付

利用までの手続きは…………
利用できるサービスは………

掛川市が行う介護予防・
生活支援サービス事業が
利用できます
介護予防・日常生活支援総合事業

P24
P18

P24
P18

P34
P35

P18

要介護5

要支援1

要支援2

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

非 該 当

生活全般に介護が必要で、介護なし
では日常生活がほぼ不可能

日常生活に支援は必要だが、それに
よって介護予防できる可能性が高い

ほぼ自立した生活ができるが、介護
予防のための支援や改善が必要

歩行などに不安定さがあり、日常生
活に部分的な介護が必要

要支援・要介護に該当しない人

歩行などが不安定で、排せつや入浴
などの一部または全部に介護が必要

歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱な
どに、ほぼ全面的な介護が必要

日常生活全般に動作能力が低下して
おり、介護なしでの生活は困難

※状態の説明は、あくまで目安です。

※要支援1・2の人は、介護予防サービスと介護予防・日常生活支
援総合事業の両方を利用できます。

基本チェックリスト

介護予防・生活支援
サービス事業対象者

基本チェックリストで生活機能
の低下がみられた人

介
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サービスの利用のしかた
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　介護保険サービスの利用には、ケアプランの作成が必要です。なお、ケアプラン
は利用者の状況に合わせて随時見直しができます。
※40～64歳の人は、要支援1・2の人のみ介護予防・生活支援サービス事業の利用ができます。
※事業対象者になった後でも要介護認定の申請ができます。
※ケアプランの作成に利用者負担はありません。

地域包括支援センター
　保健師等、社会福祉士、主任
ケアマネジャーなどが中心と
なって、住み慣れた地域で高齢
者の生活を支える総合機関です。
●総合的な相談・支援
●介護予防ケアマネジメント
●虐待防止などの権利擁護
●ケアマネジャーへの支援

困りごとは何でもご相談ください
自立した生活を支援します
みなさんの権利を守ります
さまざまな方面から支えます

非
該
当
の
人

要
支
援
1
・
2
の
人

　お住まいの地
域の地域包括支
援センターへ相
談します。

　お住まいの地
域の地域包括支
援センターへ相
談します。

　掛川市が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の「一般介 護予防事業」が利用できます。

生活機能の低下が
みられた

（事業対象者）

生活機能の低下が
みられなかった

地域包括支援センター
（地域密着型介護予防サービスも含む）
介護予防サービスを利用

介護予防・生活支援サービス事業を利用

　担当職員が利用者や家
族と話し合って課題を分
析します（アセスメント）。

　担当職員が利用者や家
族と話し合って課題を分
析します（アセスメント）。

　必要に応じてケアプラン原
案の作成、サービス担当者会
議が行われてケアプランが作
成されます。

　介護予防ケアプランの原案
が作成されます。その後、そ
の原案をもとにサービス担当
者会議が行われ、介護予防ケ
アプランが作成されます。

※介護予防サービスと介護
予防・生活支援サービス
事業は組み合わせて利用
できます。

※基本チェックリストは、地域包括支援センターや掛川市の窓口で受けます。

※ケアプランの作成はありません。

施
設
に
入
所
し
て
利
用

在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

要
介
護
1
〜
5
の
人

　ケアプランの
作成を依頼する
居宅介護支援事
業者を決めます。

居宅介護支援事業者

施設サービス事業者

（地域密着型サービスも含む）
介護サービスを利用

　施設のケアマネジャーが利用者や
家族と話し合って課題を分析し、ケ
アプランの原案を作成します。
　その後、ケアマネジャーを中心
に、施設の担当者（生活相談員、介
護職員、看護職員など）が話し合い
ます（サービス担当者会議）。

　ケアマネジャーが利用者や家族と
話し合って課題を分析し、ケアプラ
ンの原案を作成します。その後、ケ
アマネジャーを中心に、利用者や家
族、サービス事業者などが話し合い
ます（サービス担当
者会議）。

　話し合いをもとに原案を調
整し、サービスの種類や利用
回数などを盛り込んだケアプ
ランを作ります。

　話し合いをもとに原案を調
整し、サービスの種類や利用
回数などを盛り込んだケアプ
ランを作ります。

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
契
約

居宅介護支援事業者
　ケアマネジャーが在籍する事業者で、ケアプラン作
成の窓口、要介護認定申請の代行、サービス事業者と
の連絡・調整などを行います。

●利用者や家族の相談に応じ、アドバイスをします
●利用者の希望に沿ったケアプランを作成します
●サービス事業者との連絡や調整をします
●施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します

ケアマネジャー 介護の知識を幅広く持った専門家です。

　入所を希望する施設
サービス事業者に直接申
し込んで、契約します。

サービス事業者と
契約

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
契
約

利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス

に
よ
っ
て
契
約

施設サービスを利用
（地域密着型サービスも含む）

⑥ケアプランの作成

P34P35

P24

P30

P24
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費用の一部を負担します

※左記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費
等の地域差に応じて限度額の加算が行われます。

利用者の負担

■支給限度額が適用されないサービス（＊のサービスのうち、短期利用については支給限度額が適用されます。）
要支援1・2の人のサービス 要介護1～5の人のサービス

●居宅療養管理指導
●特定施設入居者生活介護＊
●認知症対応型共同生活介護＊
●地域密着型特定施設入居者生活介護＊
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●特定福祉用具販売
●住宅改修費支給

●介護予防居宅療養管理指導
●介護予防特定施設入居者生活介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護＊
●特定介護予防福祉用具販売
●介護予防住宅改修費支給 ※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

■毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
■支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

■高額医療・高額介護合算制度の負担限度額（年額／8月～翌年7月）

負担が高額になったとき

　同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額）
が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。

●介護保険の利用者負担が高額になったとき

　介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます（高額医療・高額
介護合算制度）。
　介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間（8月～翌年7月）の利用者負担額を合算して
下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

●介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

■支給対象の方には市からお知らせが届きます。
■施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。

所得 70歳未満の
人がいる世帯

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

212万円
141万円
67万円
56万円
31万円
19万円

212万円
141万円
67万円
56万円
31万円
19万円

600万円超901万円以下

210万円超600万円以下

市民税非課税世帯

210万円以下

901万円超

70～74歳の
人がいる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受ける人が

いる世帯
所得区分

一　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ※

課税所得690万円以上

課税所得380万円以上

課税所得145万円以上

（基礎控除後の総所得金額等）

高額介護（予防）サービス費

高額医療・高額介護合算制度

　サービスを利用したら、かかった費用のうち、利用者負担の割合分（1割、2割、
または3割）をサービス事業者に支払います。

　主な在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額（支給限度額）が決められています。
上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割、または3割です
が、上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担となります。
■主な在宅サービスの支給限度額

在宅サービスの費用

要介護状態区分 1か月の支給限度額

50,320円
105,310円
167,650円
197,050円
270,480円
309,380円
362,170円

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

利用者負担の割合 対象となる人

3割に該当しない人で、次の❶❷の両方に該当する場合
❶本人の合計所得金額※1が160万円以上
❷同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が、
　単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
上記以外の人
（市民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担）

次の❶❷の両方に該当する場合
❶本人の合計所得金額※1が220万円以上
❷同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が、
　単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

3割

2割

1割

■利用者負担の上限（1か月）
●令和3年7月利用分まで ●令和3年8月利用分から

令和3年8月から 現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が変わります。

利用者負担段階区分 上限額（月額）

44,400円世帯

世帯 44,400円

世帯 24,600円

世帯 15,000円
個人 15,000円

個人 15,000円

同じ世帯に課税所得145万円以上の65
歳以上の人がいて、65歳以上の人の収
入が単身の場合383万円以上、2人以上
の場合520万円以上ある世帯の人

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額す
ることで生活保護の受給者とな
らない場合

●一般

●現役並み所得者

●市民税世帯非課税等

●合計所得金額※および課税年
金収入額の合計から年金収入
に係る所得を控除した額が80
万円以下の人
●老齢福祉年金の受給者

利用者負担段階区分 上限額（月額）

44,400円世帯

世帯

世帯

世帯

140,100円

93,000円

44,400円

世帯 24,600円

世帯 15,000円
個人 15,000円

個人 15,000円

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額する
ことで生活保護の受給者とならな
い場合

●一般

●課税所得約690万円以上

●課税所得約380万円以上690万円未満

●課税所得約145万円以上380万円未満

●市民税世帯非課税等

●合計所得金額※および課税年金
収入額の合計から年金収入に係
る所得を控除した額が80万円以
下の人
●老齢福祉年金の受給者

※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給
与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及
び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

超えた分

※1　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に
給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額
を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除し
た金額を用います。

※2　合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所
得から10万円を控除した金額を用います。
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利用者の負担

施設サービスの費用
　所得の低い人は、申請により下表の限度額までの負担となり
ます。限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として
介護保険から施設に支払われます。

　介護保険施設に入所した場合は、下の❶～❹が利用者の負担となります。

●低所得の人は食費と居住費等が軽減されます

●介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、（　）内の金額となります。

ただし、❶❷のいずれかの場合は、給付の対象となりません。
❶市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税
❷市民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える

対象となるサービス

対象要件

●訪問介護
●夜間対応型訪問介護
●定期巡回・随時対応型
　訪問介護看護
●通所介護
●認知症対応型通所介護

●介護予防認知症対応型通所介護
●地域密着型通所介護
●短期入所生活介護
●介護予防短期入所生活介護
●小規模多機能型居宅介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護

●複合型サービス
●訪問介護相当サービス
●通所介護相当サービス
●介護老人福祉施設
●地域密着型介護老人福祉施設

  市民税が世帯非課税であって、次の要件を全て満たしたうえで、収入、世帯状況、利用料負担等
から総合的に判断し、利用料の軽減を行わなければ生計が困難であると認めた場合。

軽減割合
利用者負担の約4分の1。
（ただし、市民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者は約2分の1）

年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人
増えるごとに50万円を加算した額以下であるこ
と。（年間収入には仕送りや非課税収入を含む）

1
預貯金等（有価証券を含む）の合計が単身世
帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100
万円を加算した額以下であること。

2

負担能力のある親族等に扶養されていない（市
民税の控除対象者や医療保険の被扶養者でな
い）こと。

4
介護保険料を滞納
していないこと。5

日常生活に供する資産（自宅の家屋・土地など）
以外に活用できる資産がないこと。3

介護保険負担限度額認定制度

　社会福祉法人により提供される以下のサービスの利用者のうち、低所得で、特に生計維持が困難な場合、
申請によりその利用者負担が軽減されます。

社会福祉法人による利用者負担軽減制度

　短期入所生活介護と短期入所療養介護の食費・滞在費も全額利用者の負担です。利用者負担は施設と
利用者の間で契約により決められますが、基準となる額（基準費用額）が定められています。

【基準費用額：施設における1日当たりの食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額
食　　費：1,392円（令和3年8月から1,445円）
居住費等：ユニット型個室……………2,006円
　　　　　ユニット型個室的多床室…1,668円
　　　　　従来型個室…………………1,668円（介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円）
　　　　　多床室…………………………377円（介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円）

❶サービス費用の
　1割、2割、または3割 ❷食費 ❸居住費等＋ ＋ ＋ ❹日常生活費

身の回り品の費用など

■負担限度額（1日当たり）

令和3年8月から 食費の金額が変わります。

令和3年8月から 第3段階が細分化され、負担限度額が一部変わります。

820円

1,310円

820円

490円

1,310円

490円

0円

370円

370円

300円

650円

390円

生活保護の受給者

合計所得金額※＋年金収入額が
80万円以下の人

老齢福祉年金受給者

令和3年7月まで
利用者負担段階第2段階以外の人

合計所得金額※＋年金収入額が
120万円超の人

第
2
段
階

第
3
段
階

世
帯
全
員
及
び
配
偶
者
が
市
民
税
非
課
税

第
1
段
階

300円

390円
600円
令和3年8月から

650円

1,300円1,360円

1,000円650円合計所得金額※＋年金収入額が
80万円超120万円以下の人

第
3
段
階
②

第
3
段
階
①

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室施設

サービス
短期入所
サービス

食費 居住費等
利用者負担段階

1,310円
（820円）

1,310円 1,310円 370円1,310円
（820円）

1,310円 1,310円 370円1,310円
（820円）

490円
（420円）

490円
（320円）

令
和
3
年
8
月
か
ら

❷については、令和3年8月から預貯金等の金額が利用者負担段階別になります。

市民税非課税世帯（世帯分離している
配偶者も非課税）でも、預貯金等が

第1段階、
第2号被保険者

第2段階

第3段階①
第3段階②

単身　1,000万円、 夫婦2,000万円を超える場合

単身　650万円、 夫婦1,650万円を超える場合

単身　550万円、 夫婦1,550万円を超える場合
単身　500万円、 夫婦1,500万円を超える場合

※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから「公的年
金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用いま
す。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
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施設に通って受けるサービス

サービスの種類

2524

●掲載している金額のほかに、サービス内容や地域による加算などがあります。
●新型コロナウイルス感染症に対応するための特例として、令和3年4～9月はすべてのサービスにおい
て基本報酬に0.1％の上乗せがあります。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

　サービスを利用したときの利用者の負担は、記載しているサービス費用のめや
すの1割、2割、または3割。（くわしくはP20）です。

利用できるサービス

　主治医が必要であると認めた場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、居宅におけ
る生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションが受けられます。

　主治医が必要であると認めた場合、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養生活の支援や診療の補助が
受けられます。

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

訪問看護

■サービス費用のめやす（1回につき）
3,122円

■サービス費用のめやす（1回につき）
3,122円

変わりました！ 令和3年4月の介護報酬改定にともないサービス費用のめやすが変わりました。

■在宅サービス

■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションからの場合（30分未満の場合）

　▶4,798円

■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションからの場合（30分未満の場合）

　▶4,594円

■サービス費用のめやす
医師による指導（1か月に2回まで）

　▶5,140円

■サービス費用のめやす
医師による指導（1か月に2回まで）

　▶5,140円　訪問介護員に居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助が
受けられます。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

　介護職員と看護職員に居宅を訪問してもらい、サービス事業者が持参した浴槽で入浴介護が受けられます。

訪問介護（ホームヘルプ）

要介護1～5の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

訪問入浴介護

■サービス費用のめやす

※早朝、夜間、深夜などは加算あり

■サービス費用のめやす（1回につき）
12,864円

■サービス費用のめやす（1回につき）
8,698円

※移送にかかる費用は別途自己負担

通院のための乗車または降車の介助
　▶1,010円

身体介護（20分以上30分未満の場合）
　▶2,552円

生活援助（20分以上45分未満の場合）
　▶1,868円

訪問を受けて利用するサービス

　要支援1・2の人が利用していた介護予防訪問介護は、「訪問型
サービス」として掛川市が行う介護予防・生活支援サービス事
業に移行しました。くわしくはP34へ。

※生活援助については同居の家族等がいる場合、当該家族等が障がい、疾病等の理由により家事を行うことが困難であること
　がサービス利用の条件とされています。

通常規模の事業所・7時間以上8時間未満の場合※送迎を含む

通常規模の事業所・7時間以上8時間未満の場合※送迎を含む

　通所介護施設で食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を日帰りで受けられます。

　介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活機能の維持・向上のた
めのリハビリテーションを日帰りで受けられます。

通所介護（デイサービス）

要介護1～5の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

通所リハビリテーション（デイケア）

■サービス費用のめやす

■サービス費用のめやす

要介護1～5▶7,698円～13,922円

要介護1～5▶6,641円～11,579円

※送迎、入浴を含む
■サービス費用のめやす（1か月につき）

要支援1▶20,879円

要支援2▶40,669円

※食費等は別途自己負担

※食費等は別途自己負担

　要支援1・2の人が利用していた介護予防通所介護
は、「通所型サービス」として掛川市が行う介護予
防・生活支援サービス事業に移行しました。くわしく
はP34へ。
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施設に短期間入所して受けるサービス

サービスの種類

2726

　介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
短期入所生活介護（ショートステイ）

要介護1～5の人 要支援1・2の人

　介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活上の支援やリハビリテーションなどが受けられます。
短期入所療養介護（ショートステイ）

要介護1～5の人 要支援1・2の人

併設型・多床室の場合
■サービス費用のめやす（1日につき）

要介護1～5▶6,061円～8,888円

基本型・多床室の場合
■サービス費用のめやす（1日につき）

要介護1～5▶8,385円～10,596円

併設型・多床室の場合
■サービス費用のめやす（1日につき）

基本型・多床室の場合
■サービス費用のめやす（1日につき）

要支援1▶4,535円

要支援2▶5,644円

要支援1▶6,185円

要支援2▶7,787円

※食費・滞在費等は別途自己負担

※食費・滞在費等は別途自己負担

※食費・居住費等は別途自己負担

※食費・宿泊費等は別途自己負担

※食費等は別途自己負担

※食費等は別途自己負担

※食費・居住費等は別途自己負担

　住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。
原則として住んでいる掛川市のサービスのみ利用できます。

　施設への「通い」を中心に、利用者の選択に応じて自宅への「訪問」や短期間の「宿泊」のサービスを
組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

小規模多機能型居宅介護

住み慣れた地域で利用するサービス
■地域密着型サービス

　認知症の特性に配慮した専門的なケアを提供しており、認知症の診断を受けた人が、食事、入浴などの
日常生活上の支援と機能訓練を日帰りで受けられます。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

認知症対応型通所介護

要介護1～5の人 要支援1・2の人は利用できません

　定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで
受けられます。

地域密着型通所介護

　認知症と診断された人が共同生活する住居で、食事、入浴などの日常生活上の支援や介護が受けられます。

要介護1～5の人 要支援2の人

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

※要支援1の人は利用できません。

　有料老人ホームなどに入居している人が、日常生活上の支援や介護を受けられます。
特定施設入居者生活介護

要介護1～5の人 要支援1・2の人

■サービス費用のめやす（1日につき）
要介護1～5▶5,455円～8,182円

■サービス費用のめやす（1日につき）
要支援1▶1,845円

要支援2▶3,153円

■サービス費用のめやす（1か月につき）
要介護1～5▶106,001円～275,779円

■サービス費用のめやす（1か月につき）
要支援1▶34,964円

要支援2▶70,661円

■サービス費用のめやす（1日につき）

要介護1～5▶7,625円～8,558円

■サービス費用のめやす（1日につき）

要支援2▶7,584円
ユニット数2の場合 ユニット数2の場合

併設型・7時間以上8時間未満の場合
■サービス費用のめやす

併設型・7時間以上8時間未満の場合
■サービス費用のめやす

要介護1～5▶9,071円～12,976円

7時間以上8時間未満の場合
■サービス費用のめやす

要介護1～5▶7,605円～13,263円

要支援1▶7,841円

要支援2▶8,766円

有料老人ホームなどに入居している人が利用するサービス
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福祉用具を利用するサービス 住宅環境を整備するサービス

サービスの種類

2928

特定福祉用具販売の対象

福祉用具貸与の対象

　入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、1年（4月～翌年3月）につき10万円を上限に、利
用者負担分を除いた額が支給されます。

●腰掛け便座
●入浴補助用具
●自動排泄処理装置の交換可能部品
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具

　日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
福祉用具貸与

要介護1～5の人 要支援1・2の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

特定福祉用具販売（福祉用具購入費の支給）

■サービス費用のめやす

●手すり★
　（工事をともなわないもの）
●スロープ★
　（工事をともなわないもの）
●歩行器★
●歩行補助つえ★
●車いす
●車いす付属品
●特殊寝台

●特殊寝台付属品
●床ずれ防止用具
●体位変換器
●認知症老人徘徊感知機器
●移動用リフト
　（つり具を除く）
●自動排泄処理装置
　（原則として要介護4・5
　の人のみ）

はい せつ

はい かい

介護保険でできる住宅改修の例

　手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に、利用者負担分を除いた額が
支給されます。

住宅改修費支給

要介護1～5の人 要支援1・2の人

●廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの取り付け」
●｢段差解消」のためのスロープ設置など
●滑りの防止などのための「床または通路面の材料の変更」
●引き戸などへの「扉の取り替え」
●洋式便器などへの「便器の取り替え」

住宅改修費の支給

住宅改修費の支給申請（工事後）
提
出
書
類

●住宅改修に要した費用の領収書
●工事費内訳書
●完成後の状態を確認できる書類（改修前、改修後の日付入りの写真を添付）　 など

※上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象になります。

工事の実施4

5

6

■要支援1・2および要介護1の人は、原則として★印の用具のみ保険
給付の対象です。

■自動排泄処理装置のうち尿のみを吸引するものについては、要支援
1・2、要介護1～3の人も利用できます。

■都道府県等の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、
福祉用具の購入費が支給されます。

■事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されているの
で、購入の際は相談しましょう。

事前の申請が必要です！

住宅改修利用の手順
家族や専門家などに相談
　本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながら、
ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談します。

掛川市の承認／事前確認通知書を送付

掛川市への事前申請／掛川市の確認
提
出
書
類

1

2

3

●住宅改修費支給申請書
●工事費見積書
●住宅改修が必要な理由書
●改修部分の写真や図（改修後の完成予定の状態がわかるもの）
●住宅所有者の承諾書（改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合）　など

申請が必要です！

福祉用具の種類や事業者によって異なります。
商品ごとに全国平均貸与価格が公表され、支給限度額に上限額が設定されています。
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施設に入所して利用するサービス 高齢者福祉サービス事業

サービスの種類

3130

要介護1～5の人

要介護1～5の人

要介護1～5の人

多床室の場合

※要支援1・2の人は利用できません。

　常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

■サービス費用のめやす（1日につき）

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

基本型・多床室の場合

　状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられます。

要介護1～5▶7,990円～10,170円

■サービス費用のめやす（1日につき）

介護老人保健施設（老人保健施設）

多床室の場合

　長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどが受けられます。

要介護1～5▶6,956円～11,620円

■サービス費用のめやす（1日につき）

介護療養型医療施設（療養病床等）

要介護1～5の人 多床室の場合

　長期の療養を必要とする人に、医療と日常生活上の介護を一体的に行います。介護療養型医療施設の転換
施設です。

要介護1～5▶8,365円～13,810円

■サービス費用のめやす（1日につき）

介護医療院

※新規入所できるのは原則として要介護3以上の人が対象になりま
す。ただし、要介護1または2であっても必要性の高い方は、特
例的に入所することができます。

要介護1～5▶5,810円～8,588円

ユニット型個室の場合

要介護1～5▶6,611円～9,420円

　おおむね65歳以上の病
弱な独居高齢者を対象に、
自動通報装置のついた機器
を貸与し、緊急事態に速や
かに対応できる体制の整備
を図ります。

ひとりぐらし老人
緊急通報システム

　おおむね65歳以上の在宅高齢者または病院等か
ら一時外泊する人で、一時的に必要な人に貸与し
ます。

特殊寝台等貸与事業
■特殊寝台

　おおむね65歳以上の高齢者で疾病等により吸引
器が必要であると医師が認める人に貸与（3カ月）
します。

■吸引器

　満65歳以上の人で介護保険制度の要介護4以上
の人と同居し、同一生計で寝たきりや認知症の高
齢者を介護している家族に、介護慰労金を支給し
ます。

寝たきり老人等
介護者慰労金

　介護保険給付の対象にならないおおむね60歳以
上の、家庭内に閉じこもりがちな人を対象に通所
事業を実施し、生きがいをもって生活できるよう
に支援し、要介護状態になることを予防します。

生きがい活動支援通所事業
　満65歳以上の寝たきりや認知症の人または要
介護4以上で常に紙おむつを必要とする在宅の本
人市民税非課税の人に、申請により、紙おむつ引
換券をお渡しします。

紙おむつ購入費助成

　おおむね65歳以上の、ひ
とりぐらしや高齢者世帯で、
疾病、心身の障がい、老衰
等の理由により調理が困難
な人の自宅に、栄養のバラ
ンスのとれた食事を定期的
に配達し、あわせて利用者
の安否確認を行います。

配食サービス事業

※サービス費用の他に、食費・居住費などが利用者負担になります。詳しくはP22をご覧ください。

■掛川市の高齢者福祉サービス事業（市内在住者対象）■施設サービス
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利用できる人

　介護が必要とならないようにするためには、早いうちから介護予防に取り組む
ことが大切です。介護予防・日常生活支援総合事業は、65歳以上のすべての人を
対象とした、掛川市が行う介護予防のサービスです。利用者の心身の状態などに
合わせて「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に分かれ
ています。

介護が必要とならないために

●要支援1・2の人
●介護予防・生活支援サービス事業対象者
（窓口に相談に来た人や、要介護認定で非該当と判定された人のうち、基本チェック
リストを受けて生活機能の低下がみられた人）

※介護予防・生活支援サービス事業対象者になった後や、介
護予防・生活支援サービス事業を利用した後でも、要介護
認定を申請することができます。
※40～64歳の人が介護予防・生活支援サービス事業を利用
したい場合は、要介護認定を申請して要支援1・2と認定
される必要があります。

※一般介護予防事業のみを利用したい場合は、基本チェック
リストを受ける必要はありません。

●65歳以上ならだれでも利用できます

一般介護予防事業を利用できるのは…

介護予防・生活支援サービス事業を利用できるのは…

総合事業の対象者は
基本チェックリストをふまえて決定します
　厚労省の作成した25問の基本チェックリストにおいて、生活機能に低下がみられた人は「事
業対象者」の候補者になります。事業対象者になるかどうかは、市が判断します。

※注) BMI = 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合に該当とする。

■基本チェックリスト
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

バスや電車で1人で外出していますか

日用品の買物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

友人の家を訪ねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

15分位続けて歩いていますか

この1年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか

身長　　　　　　　cm　体重　　　　　　　kg　(BMI　　　　　　　　) ※注) 

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか

週に1回以上は外出していますか

昨年と比べて外出の回数が減っていますか

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

今日が何月何日かわからない時がありますか

(ここ2週間)毎日の生活に充実感がない

(ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

(ここ2週間)以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる

(ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない

(ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

回　答質問項目No.
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介護予防・日常生活支援総合事業

一般介護予防事業

●かけがわ健活プログラム
介護予防（運動・栄養・口腔・認知）について実践
を用いて学ぶ講座
●介護予防講演会
介護予防に関する講演会
●がんばれ！筋ちゃん体操
リハビリテーション専門職監修のもと、市民ボラン
ティアにより筋力トレーニングを実施
●スマイルステップ　歩く脳トレグループ活動
スクエアステップ（歩く脳トレ）を用いた自主グルー
プ活動
●かけがわ健康カレッジ
体力低下等が疑われる方にリハビリテーション専門
職による介護予防教室（1年間）

●介護予防ボランティア育成講座
介護予防ボランティアの育成を行う講座
●認知症サポーター養成講座
認知症サポーター養成を行う講座
●依頼にて随時対応
●おでかけ講座
保健師・リハビリテーション専門職・市民ボラン
ティア等が各種団体の依頼を受けて、健康講座に
対応します。
●依頼にて随時対応

　いつまでも元気で住み慣れたまちで生活していくことができるよう、自身で取
り組むことや仲間と一緒に楽しみながら「健康づくり」や「介護予防」を続けて
いくことができるよう、各種教室を開催しています。
　年齢を重ねると、体が思うように動かなくなったり、気持ちが沈みがちになり、
日常生活が不活発になりがちです。そうならないために、各教室に参加し介護予
防の取組のコツを身につけ、仲間と楽しく活動する時間を過ごしましょう。

介護予防・生活支援サービス事業

●介護予防ケアマネジメント

●訪問介護相当サービス
　ホームヘルパーが訪問し、生活援助（買い物、調理、洗濯、
掃除など）、身体介護（食事や入浴の介助）を利用者と一緒
に行います。
※同一家族の支援や地域での支え合い・支援サービスが受けられな
い場合

●自立生活支援サービス（基準緩和型）
　ホームヘルパー等が訪問し、生活援助（買い物、調理、洗濯、掃除など）を利用者と
一緒に行います。
※同居家族の支援や地域での支え合い・支援サービスが受けられない場合

●短期集中型訪問サービス（短期集中型）
　身体の状態に応じて週1回程度、保健・医療の専門職が訪問し、運動指導、日常生活動
作訓練、口腔機能向上指導、栄養改善指導などを行い約3か月で目標を達成します。

訪問型サービス（ホームヘルプサービス）

●通所介護相当サービス
　通所介護事業所（デイサービスセンター）で、食事のサー
ビスや生活機能の維持向上のための体操、筋力トレーニン
グなどを日帰りで行います。

●通所型サービス（基準緩和型）
　通所介護事業所（デイサービスセンター）で、閉じこもりや活動性の低下を予防する活
動を行います。

●短期集中型通所サービス（短期集中型）
　心身の状況に応じて週1回程度通所し、保健・医療の専門職から運動指導、日常生活動
作訓練、などを行い約3か月で目標を達成します。

通所型サービス（デイサービス）

　地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、自立した生活を過ごしていく
ためにサービスの種類や回数を決め、ケアプランを作成してもらいます（利用者負
担はありません）。
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　地域活動への参加は、地域のためになるだけでなく、自分自身の生きがい、健康
づくりにつながります。少しでも興味があればぜひ参加しましょう。 

異変に気づいたときは…
なんらかの支援を必要としている可能性があります。
心配なときは、地域包括支援センターなどに相談しま
しょう。

地域を支える ～ご近所づきあいから地域参加へ～

●地域活動へ参加しましょう

地域への参加（地域デビュー）の例
　地域活動の情報は、市役所や広報紙、インターネットなどから入手できます。

●ご近所づきあいから近隣の人の異変に気づく

異変に気づくポイント

　まずは近所の人とあいさつできる関係になりましょう。ご近所同士の見守りは暮
らしやすい地域づくりの土台となります。「見守り」は「見張る」ことではありません。
　お互いを思いやる気持ちが大切です。

■新聞・郵便物がたまっている。
■同じ洗濯物が干されたままになっている。
■見かけなくなった。夜でも電気がつかない。
■雰囲気が以前と変わった
　（元気がない、痩せてきた、会話が噛み合わない）。
■身なりが以前と違う
　（服が汚れている、服装が季節に合わない、髪が乱れている）。
■怒鳴り声が聞こえる。
■普段見かけない人が出入りしている。

■シニアクラブへの参加 
■ボランティア活動への参加 
　（地域の清掃や緑化活動、教育・文化活動への参加など）
■地域の行事への参加
■交通安全・防犯・防災活動への参加
■シルバー人材センターへ登録することで地域活動へ参加できる

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことの
できる“見守りネットワーク”を広げよう

掛川市認知症・見守り支援体制

新聞配達業者・宅配業者等
業務に支障のない範囲で、高
齢者や高齢者宅の異変に気付
いたときは、
その内容を
市または地
域包括支援
センターへ
通報します。

高齢者の生活・介護についての相談

地域の支え・見守り 見守り協力事業者

認知症の診断・治療についての相談

地域包括支援センター（ふくしあ内）

交番・警察署

掛川市
高齢者福祉担当課

高齢者見守り
サポーター養成講座

認知症サポーター
養成講座

認知症に関する
相談もこちらへ

「認知症とは？」
認知症を学び
理解するための
講座です

市主催で
開催します

関係機関との
連絡や調整

介護プラン
作成

専門医療
相談

相談や紹介・
診断後の対応

80歳以上の
独居高齢者を中
心に訪問します

認知症かどうか
の鑑別診断

周辺症状の
急性期の対応

ケアマネジャー

消防署

緊急時

かかりつけ医 介護サービス事業所 市配食サービス（見守り） 見守りシール事前登録

高齢者の実態把握調査
救急医療情報キット配布

●認知症疾患医療センター（予約制）
認知症疾患医療センター（中東遠総合医療センター内）
tel：0537-21-5555(代表)
●かかりつけ医師
●精神科病院
●認知症サポート医

●地区福祉協議会 
　（見守りネットワーク）
●民生委員・児童委員協議会
●自治会・シニアクラブ・
　地域のボランティア

連
携

連
携 連携

通報

見守り 見守り

訪 

問 協 

定

協
力
依
頼

受 

診

相 

談

緊急通報システム

独居高齢者へ
市が貸与します

民生・主任児童委員 例）新聞がたまっている
　　洗濯物が干したまま
　　不自然なアザがある
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　まだ介護が必要でない人は、掛川市の介護予防の教室等を利用しましょう。こ
こでは、自分で取り組める介護予防の方法をお伝えします。

地域で元気に ～介護予防に取り組みましょう～

●バランスよくしっかり食べましょう
　栄養バランスのよい食事を心がけましょう。肉や魚、卵
などのたんぱく質をしっかりとりましょう。

●体を動かす時間を増やしましょう
　散歩 (ウオーキング)や体操、筋力トレーニングを生活に
取り入れましょう。

●口の健康を保ちましょう
　歯みがきや、入れ歯の手入れをしっかりして、口の健康
を保ちましょう。噛む力を鍛えることも重要です。

1日3食バランスよく食べる

散歩（ウオーキング）

たんぱく質を十分にとる いろいろな食品を食べる

やせないように
しっかり食べることが

重要です!

筋力は何歳からでも
鍛えられます。
運動を毎日の生活に
取り入れましょう!

歯だけでなく
舌や口の中全体を
清潔に保ちましょう。

人混みを避けて散歩を
しましょう。可能な人は、
少し速めに歩くことを
意識すると、さらに運
動効果が高まります。

ふくらはぎの筋トレ

体に痛みなどがある人は、運動を行う前に医師に相談しましょう。

①いすの背もたれをつかみ、軽く脚を開
いてまっすぐ立つ。
②体が高くなるように、かかとを上げ下
げする。

・回数はめやすです。体力や体の状態に
合わせて回数を設定してください。
・4秒かけてゆっくり行い、4秒かけて
ゆっくり戻しましょう。

体操

食後の口の手入れを
忘れずに

ラジオ体操などを広い
場所や庭などで行いま
しょう。

・1日1回は、十分な時間をかけて歯をみがきましょう。 
・義歯（入れ歯）は外してみがきましょう。

1セット10回×3セット

住み慣れた地域での暮らしを支える「地域包括ケア」
　地域包括ケアシステム（地域包括ケア）は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けてい
くことができるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するシステムです。必要
とされるサービスを切れ目なく提供していくことで、地域に住む高齢者の生活を支えます。おおむね30
分以内にサービスが提供できる日常生活圏を想定しています。

　住み慣れた地域で生活するために、
自分でさまざまなサービスを利用し、
問題を自力で解決することです。

自
助

　介護保険や医療保険などの社会保険
によるサービスのことです。

共
助

　地域住民やボランティア、家族や知
り合いなどが、自発的にお互いが助け
合うことです。

互
助

　税金をもとにした生活保護や権利擁
護など、市が行う社会福祉サービスの
ことです。

公
助

　地域包括ケアでは、市などからの公的なサービスや支援の「共助」と「公助」
だけではなく、自分の力で問題を解決する「自助」や、住民が互いに助け合う
「互助」による支えがとても大切になります。4 つの「助」

地域包括ケアに必要な

　訪問介護や通所介護、短期入所生
活介護などのほか、地域密着型サー
ビスの在宅介護を推進します。

　見守り、買い物、調理、掃
除などに対応して、生活支援
サービスを提供します。

　介護予防教室やシニアク
ラブ、地域のボランティア
活動などを通じて、介護予
防を推進します。

　地域のかかりつけ医を中心とした訪
問看護などの環境を促進し、介護や福
祉分野との連携も充実させていきます。

介  護

生活支援

住まい 医  療

介護予防

地域包括ケア
の調整

相談 支援

　市と協力しながら、地域の高齢者が抱
えるさまざまな問題などを見つけて整理
し、医療機関、サービス事業者、地域住
民や自治会などと連携して支援する地域
包括ケアの調整役です。

地域包括支援センター

　自宅のバリアフリー化やサービス
付き高齢者向け住宅など、ニーズに
合わせて生活の基盤を整備します。
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ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝
えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

住みなれたまちで安心して暮らすために

介護保険
ガイドブック
掛川市

掛　川　市

地域包括支援センターとは？
　保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが
中心となって、地域支援事業の包括的支援事業
を実施しています。

高齢者のことはどんなことでもお気軽にどうぞ。利用料は無料です！！

保健師
または

経験豊富な看護師
社会福祉士 主任

ケアマネジャー

掛川市内に5カ所の
地域包括支援センターが設置されています。
65歳以上の方とその家族の相談を
お受けしています。

地域包括支援センター

西部ふくしあ内・下垂木１２７０-２
☎２３－８６６９

西部

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15
8：30～19：00（木曜日のみ）

受　　付：

西郷、原泉、原田、原谷、桜木、
和田岡

対象地区：

西部

南部
大須賀

地域包括支援
センター

南部大須賀ふくしあ内・西大渕１００
☎４８－５３７０

南部大須賀

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15

受　　付：

大須賀区域対象地区：

南部
大東

中部

東部

地域包括支援
センター

南部大東ふくしあ内・三俣６２０
☎７２－６６４０

南部大東

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15

受　　付：

大東区域対象地区：

地域包括支援センター

中部ふくしあ内・杉谷南1-1-30
☎２１－１３３８

中部

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15
8：30～19：00（木曜日のみ）

受　　付：

掛川第三、第四、第五、南郷、
西南郷、上内田、曽我

対象地区：

地域包括支援センター

東部ふくしあ内・薗ヶ谷８８１-１
☎６１－５０５０

東部

月～金曜日（土・日・祝日は休み）
8：30～17：15
8：30～19：00（木曜日のみ）

受　　付：

掛川第一、第二、西山口、東山口、日坂、
東山、粟本、葛ヶ丘、城北、倉真

対象地区：

〒436-8650　掛川市長谷一丁目 1番地の1
掛川市役所　長寿推進課：0537-21-1196／0537-21-1142

◆大東支所（南部大東ふくしあ）：72-1116　　◆大須賀支所（南部大須賀ふくしあ）：48-1007

令和3年度～令和5年度

令和3年6月作成

●介護予防事業のマネジメント
●総合的な相談・支援
●虐待防止などの権利擁護事業
●ケアマネジャーへの支援
●認知症に関する相談（認知症地域支援推進員等が対応します。）

介
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ス
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介
護
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・
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援
総
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事
業

介
護
保
険
料


